
令和６年度茂原市予防・日常生活支援総合事業の改正概要について 

 

１ 費用額の算定について 

  本市の地域区分に変更はございません。 

   

サービス種類 単 価 

第１号訪問事業 １０．４２円 

第１号通所事業 １０．２７円 

第１号介護予防支援事業 １０．４２円 

 

２ 第１号訪問事業（A２） 

サービス種類 単 価 

１週当たりの標準的な医数を定める場合（１ヵ月につき） 

⑴１週に１回程度の場合 １，１７６単位 

⑵１週に２回程度の場合 ２，３４９単位 

⑶１週に２回を超える程度の場合 ３，７２７単位 

1月当たりの回数を定める場合（1回につき） 

⑴標準的な内容の指定相当訪問型サービスである場合 ２８７単位 

⑵短時間の身体介護が中心である場合 １６３単位 

 

●加算・減算 

名 称 単 価 

初回加算（1月につき） ２００単位 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００単位 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位 

口腔連携強化加算（1回につき、1か月 1回まで） ５０単位 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）（1月につき） 
所定単位数の 

１３７/１０００ 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）（1月につき） 
所定単位数の 

１００/１０００ 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）（1月につき） 
所定単位数の 

５５/１０００ 



介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）（1月につき） 
所定単位数の 

６３/１０００ 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）（1月につき） 
所定単位数の 

４２/１０００ 

介護職員等ベースアップ等支援加算（1月につき） 
所定単位数の 

２４/１０００ 

高齢者虐待防止措置未実施減算 －１/１００ 

業務継続計画未実施減算 －１/１００ 

事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の 

利用者２０人以上にサービスを行う場合 
９０/１００等 

 

●変更箇所 

・名称が訪問型サービス費から指定相当訪問型サービスに変更となり、上記の表

となる。 

・月額だけでなく、回数による算定も可能とする。 

・回数を定める場合、月の上限は、A2の１⑶の単価を超えて算定はできない。 

・短時間の身体介護の算定を可能とする。 

・令和６年度から義務化されたものに対する減算（「高齢者虐待防止措置未実施

減算」「業務継続計画未実施減算」）の導入。 

 なお、「業務継続計画未実施減算」については、令和６年度中は算定しない。 

・「事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者２０人以上に

サービスを行う場合」の取り扱いが見直された。 

・口腔連携強化加算の新設。 

・指定相当訪問型サービス事業所は、重要事項をウェブサイトに掲示することに

ついて、令和 7年 3月 31日までに準備すること。 

・介護職員処遇改善に関する内容の見直し。 

※これらの算定方法については「茂原市介護予防・日常生活支援総合事業におけ

る指定第１号事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱」別表（第

１条）をご確認ください。 

 

３ 生活支援訪問サービス（A３） 

サービス種類 単 価 

⑴所要時間２０分未満 ８９単位 

⑵所要時間２０分以上４５分未満の場合 １７９単位 

⑶所要時間４５分以上の場合 ２２０単位 

 



●変更箇所 

・所要時間が４０分から４５分までと変更。 

・回数を定める場合、月の上限は、A2の１⑶の単価を超えて算定はできない。 

・独居若しくは同居家族がいる場合の考え方 

・生活支援訪問サービス事業所は、重要事項をウェブサイトに掲示することに

ついては、令和 7年 3月 31日までに準備すること。 

・令和６年度から義務化されたものに対する減算（「高齢者虐待防止措置未実施

減算」「業務継続計画未実施減算」）の導入。 

 なお、「業務継続計画未実施減算」については、令和６年度中は算定しない。 

※これらの算定方法については「茂原市介護予防・日常生活支援総合事業におけ

る指定第１号事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱」別表（第

１条）をご確認ください。 

 

４ 第１号通所事業（A６） 

サービス種類 単 価 

１．１週当たりの標準的な医数を定める場合（１ヵ月につき） 

⑴事業対象者・要支援１ １，７９８単位 

⑵事業対象者・要支援２ ３，６２１単位 

２．1月当たりの回数を定める場合（1回につき） 

⑴事業対象者・要支援１ ４３６単位 

⑵事業対象者・要支援２ ４４７単位 

 

●加算・減算 

名 称 単 価 

生活機能向上グループ活動加算（1月につき） １００単位 

若年性認知症利用者受入加算（1月につき） ２４０単位 

栄養アセスメント加算（1月につき） ５０単位 

栄養改善加算（1月につき） ２００単位 

口腔機能向上加算（Ⅰ）（1月につき） １５０単位 

口腔機能向上加算（Ⅱ）（1月につき） １６０単位 

一体的サービス提供加算（1月につき） ４８０単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）（1月につき） 
８８単位 

または１７６単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）（1月につき） 
７２単位 

または１４４単位 



サービス提供体制強化加算（Ⅲ）（1月につき） 
２４単位 

または４８単位 

生活機能向上連携加算（Ⅰ）（1月につき） １００単位 

生活機能向上連携加算（Ⅱ）（1月につき） ２００単位 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（1月につき） ２０単位 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（1月につき） ５単位 

科学的介護推進体制加算（1月につき） ４０単位 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）（1月につき） 
所定単位数の 

５９/１０００ 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）（1月につき） 
所定単位数の 

４９/１０００ 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）（1月につき） 
所定単位数の 

２３/１０００ 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）（1月につき） 
所定単位数の 

１２/１０００ 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）（1月につき） 
所定単位数の 

１０/１０００ 

介護職員等ベースアップ等支援加算（1月につき） 
所定単位数の 

１１/１０００ 

利用者の数が利用定員を超える場合 ７０/１００ 

看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 ７０/１００ 

高齢者虐待防止措置未実施減算 －１/１００ 

業務継続計画未実施減算 －１/１００ 

事業所と同一建物に居住する者または同一建物から通所型

サービスを行う場合 

－９４単位、－３７６単位 

または－７５２単位 

事業所が送迎を行わない場合（片道につき） －４７単位 

 

●変更箇所 

・通所型サービス費の名称が指定相当通所型サービスに変更となり、上記の表と

なる。 

・月額だけでなく、回数による算定を可能。なお、２．⑴については 1月につき

４回まで、２．⑵については１月につき８回までの範囲で所定単位数を算定する。 

・運動器機能向上加算については、包括的に指定相当通所型サービスとして位置

づけることとする。 

・一体的サービス提供加算の新設。 



・令和６年度から義務化されたものに対する減算（「高齢者虐待防止措置未実施

減算」「業務継続計画未実施減算」）の導入。 

・送迎にかかる取り扱いの明確化。 

・「選択的サービス複数実施加算」「科学的介護推進体制加算」の見直し。 

・介護職員処遇改善に関する内容の見直し。 

※これらの算定方法については「茂原市介護予防・日常生活支援総合事業におけ

る指定第１号事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱」別表（第

１条）をご確認ください。 

 

５ 介護予防マネジメント費 

サービス種類 単  価 

介護予防マネジメント費（1月につき） ４４２単位 

 

●加算・減算 

名 称 単 価 

初回加算（1月につき） ３００単位 

委託連携加算 ３００単位 

高齢者虐待防止措置未実施減算 －１/１００ 

業務継続計画未実施減算 －１/１００ 

 

●変更箇所 

・単位の変更 

・令和６年度から義務化されたものに対する減算（「高齢者虐待防止措置未実施

減算」「業務継続計画未実施減算」）の導入。 

 なお、「業務継続計画未実施減算」については、令和６年度中は算定しない。 

※これらの算定方法については「茂原市介護予防・日常生活支援総合事業におけ

る指定第１号事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱」別表（第

１条）をご確認ください。 

 


